
 
 

Press Release 
 

平成 21 年 12 月 25 日 

社会保険庁総務部総務課企画室 

(担当) 福井、塩入 

℡03-5253-1111（内線 3512、3513） 

  03-3595-2762（直通） 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

平成 20 年度に社会保険庁が達成すべき目標についての評価における 

目標の達成に向けた取組みが不足している事項の要因などについて 

 

 

厚生労働大臣は、中央省庁等改革基本法等に基づき、毎年度開始前に社会保険庁長

官に対して「達成すべき目標」を示し、当該年度終了後に、社会保険庁長官からの実

績報告に基づく評価を行っています。 

昨日、平成 20 年度に社会保険庁が達成すべき目標についての評価が厚生労働大臣か

ら社会保険庁長官に対し行われたところですが、目標の達成に向けた取組みが不足し

ている事項がみられたことから、別添のとおり、当該事項の要因などについてとりま

とめましたのでお知らせいたします。 
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